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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう！！

職場のハラスメント対策はお済ですか？
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（R1.11.28） 

     

鳥取県の最低賃金 
 

 

「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内

の事業所で働くすべての労働者に適用されます。 
 

なお、下表の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「特定（産業別）最低賃金」

が適用されますが、次に掲げる労働者については、｢鳥取県最低賃金｣が適用されます。 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 

２ 雇入れ後６月未満の者であって技能習得中のもの 

３ 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

４ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、手

作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰

め」の業務に主として従事する者 
 

 

 

最低賃金額の算定には、次の賃金は含まれません。 
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当  ② 臨時に支払われる賃金 

③ １月を超える期間ごとに支払われる賃金 ④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金 

※ 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。 

    

 

 

 

 

 

 

  

地域別最低賃金 時 間 額 発 効 年 月 日 

鳥取県最低賃金 ７９ ０ 円 令和元年１０月５日 

特定（産業別）最低賃金 時 間 額 発 効 年 月 日 

鳥 取 県 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス ・ 

電 子 回 路 、 電 気 機 械 器 具 、 情 報 

通 信 機 械 器 具 製 造 業 最 低 賃 金 
  ８ ０７  円 令和元年１２月２８日 

鳥 取 県 各 種 商 品 小 売 業 最 低 賃 金 

 

令和元年 10 月 5 日から「鳥取県最低賃金 790 円」が適

用されています。 
 

    詳細については、鳥取労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。 
鳥取労働局労働基準部賃金室 ℡０８５７－２9－１７０５  鳥取労働基準監督署  ℡０８５７－２４－３２１１  

米子労働基準監督署 ℡０８５９－３４－２２３１  倉吉労働基準監督署 ℡０８５８－２２－６２７４  

鳥取労働局ホームページＵＲＬ  https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/      

●社内の最低賃金の引上げをご検討の事業者の方へ「業務改善助成金」を利用しましょう！ 
   鳥取労働局雇用環境・均等室（企画担当）   ℡  ０８５７―２９―１７０１ 

●経営面・労働面の相談をワンストップで行います。（相談は無料） 

働き方改革サポートオフィス鳥取      ℡ ０８００―２００―３２９５  

最低賃金を確認！ 
スマホ、携帯で 
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【
記
載
要
領
】

１
�．
労
働
条
件
通
知
書
は
、
当
該
労
働
者
の
労
働
条
件
の
決
定
に
つ
い
て
権
限
を
も
つ
者
が
作
成
し
、
本

人
に
交
付
す
る
こ
と
。

２
．
各
欄
に
お
い
て
複
数
項
目
の
一
つ
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、
該
当
項
目
に
○
を
つ
け
る
こ
と
。

３
�．
破
線
内
及
び
二
重
線
内
の
事
項
以
外
の
事
項
は
、
書
面
の
交
付
に
よ
り
明
示
す
る
こ
と
が
労
働
基
準
法

に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
事
項
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
退
職
金
に
関
す
る
事
項
、
臨
時
に
支
払
わ

れ
る
賃
金
等
に
関
す
る
事
項
、
労
働
者
に
負
担
さ
せ
る
べ
き
も
の
に
関
す
る
事
項
、
安
全
及
び
衛
生
に

関
す
る
事
項
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
事
項
、
災
害
補
償
及
び
業
務
外
の
傷
病
扶
助
に
関
す
る
事
項
、
表

彰
及
び
制
裁
に
関
す
る
事
項
、
休
職
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
を
制
度
と
し
て
設
け
て

い
る
場
合
に
は
口
頭
又
は
書
面
に
よ
り
明
示
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
。

４
�．
労
働
契
約
期
間
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
に
定
め
る
範
囲
内
と
す
る
こ
と
。

　
�　
ま
た
、「
契
約
期
間
」
に
つ
い
て
「
期
間
の
定
め
あ
り
」
と
し
た
場
合
に
は
、
契
約
の
更
新
の
有
無
及

び
更
新
す
る
場
合
又
は
し
な
い
場
合
の
判
断
の
基
準
（
複
数
可
）
を
明
示
す
る
こ
と
。
　

　（
参
考
）
�労
働
契
約
法
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
期
間
の
定
め
が
あ
る
労
働
契
約
の
契
約
期
間

が
通
算
５
年
を
超
え
る
と
き
は
、
労
働
者
が
申
込
み
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
期
間
の
定
め
の
な

い
労
働
契
約
に
転
換
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
申
込
み
の
権
利
は
契
約
期
間
の
満
了
日

ま
で
行
使
で
き
る
こ
と
。
�

５
�．「
就
業
の
場
所
」
及
び
「
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
雇
入
れ
直
後
の
も
の
を
記

載
す
る
こ
と
で
足
り
る
が
、
将
来
の
就
業
場
所
や
従
事
さ
せ
る
業
務
を
併
せ
網
羅
的
に
明
示
す
る
こ
と

は
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

　
�　
ま
た
、
有
期
雇
用
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
例
の
対
象
者
（
高
度
専
門
）
の
場
合
は
、
同
法
に
基
づ
き
認

定
を
受
け
た
第
一
種
計
画
に
記
載
し
て
い
る
特
定
有
期
業
務
（
専
門
的
知
識
等
を
必
要
と
し
、
５
年
を

超
え
る
一
定
の
期
間
内
に
完
了
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
業
務
）
の
内
容
並
び
に
開
始
日
及
び
完

了
日
も
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
特
定
有
期
業
務
の
開
始
日
及
び
完
了
日
は
、「
契
約
期
間
」
の

欄
に
記
載
す
る
有
期
労
働
契
約
の
開
始
日
及
び
終
了
日
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

６
�．「
始
業
、
終
業
の
時
刻
、
休
憩
時
間
、
就
業
時
転
換
、
所
定
時
間
外
労
働
の
有
無
に
関
す
る
事
項
」
の

欄
に
つ
い
て
は
、
当
該
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
具
体
的
な
条
件
を
明
示
す
る
こ
と
。
ま
た
、
変
形
労
働

時
間
制
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
裁
量
労
働
制
等
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
留
意
し
て
記
載

す
る
こ
と
。

　
・
変
形
労
働
時
間
制
：
�適
用
す
る
変
形
労
働
時
間
制
の
種
類
（
１
年
単
位
、
１
か
月
単
位
等
）
を
記
載

す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
交
替
制
で
な
い
場
合
、「
・
交
替
制
」
を
＝
で
抹
消
し
て

お
く
こ
と
。

　
・
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
：
�コ
ア
タ
イ
ム
又
は
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
が
あ
る
場
合
は
そ
の
時
間
帯
の

開
始
及
び
終
了
の
時
刻
を
記
載
す
る
こ
と
。
コ
ア
タ
イ
ム
及
び
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
タ
イ
ム
が
な
い
場
合
、
か
っ
こ
書
き
を
＝
で
抹
消
し
て
お
く
こ
と
。

　
・
事
業
場
外
み
な
し
労
働
時
間
制
：
�所
定
の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
・
裁
量
労
働
制
：
�基
本
と
す
る
始
業
・
終
業
時
刻
が
な
い
場
合
、「
始
業
····
····
··を
基
本
と
し
、」
の
部
分

を
＝
で
抹
消
し
て
お
く
こ
と
。

　
・
交
替
制
：
�シ
フ
ト
毎
の
始
業
・
終
業
の
時
刻
を
記
載
す
る
こ
と
。ま
た
、変
形
労
働
時
間
制
で
な
い
場
合
、

「（
　
　
）
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
・
」
を
＝
で
抹
消
し
て
お
く
こ
と
。

令
和
３
年

（
令
和
３
年
　
４
月
　
１
日
～
令
和
４
年
　
３
月
31
日
）３
月
27
日
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７
�．「
休
日
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
所
定
休
日
に
つ
い
て
曜
日
又
は
日
を
特
定
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

８
�．「
休
暇
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
年
次
有
給
休
暇
は
６
か
月
間
勤
続
勤
務
し
、
そ
の
間
の
出
勤
率
が
８
割

以
上
で
あ
る
と
き
に
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
付
与
日
数
を
記
載
す
る
こ
と
。
時
間
単
位
年
休
は
、
労

使
協
定
を
締
結
し
、
時
間
単
位
の
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
制
度
の
有
無
を
記

載
す
る
こ
と
。
代
替
休
暇
は
、
労
使
協
定
を
締
結
し
、
法
定
超
え
と
な
る
所
定
時
間
外
労
働
が
１
箇
月

60
時
間
を
超
え
る
場
合
に
、
法
定
割
増
賃
金
率
の
引
上
げ
分
の
割
増
賃
金
の
支
払
に
代
え
て
有
給
の
休

暇
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
制
度
の
有
無
を
記
載
す
る
こ
と
。（
中
小
事
業
主
を
除
く
。）

　
�　
ま
た
、
そ
の
他
の
休
暇
に
つ
い
て
は
、
制
度
が
あ
る
場
合
に
有
給
、
無
給
別
に
休
暇
の
種
類
、
日
数
（
期

間
等
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

９
�．
前
記
６
、
７
及
び
８
に
つ
い
て
は
、
明
示
す
べ
き
事
項
の
内
容
が
膨
大
な
も
の
と
な
る
場
合
に
お
い
て

は
、所
定
時
間
外
労
働
の
有
無
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、勤
務
の
種
類
ご
と
の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
、

休
日
等
に
関
す
る
考
え
方
を
示
し
た
上
、
当
該
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
就
業
規
則
上
の
関
係
条
項
名
を

網
羅
的
に
示
す
こ
と
で
足
り
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

10
�．「
賃
金
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
基
本
給
等
に
つ
い
て
具
体
的
な
額
を
明
記
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
就
業

規
則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
賃
金
等
級
等
に
よ
り
賃
金
額
を
確
定
し
得
る
場
合
、
当
該
等
級
等
を
明
確
に

示
す
こ
と
で
足
り
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
・
�法
定
超
え
と
な
る
所
定
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
２
割
５
分
、
法
定
超
え
と
な
る
所
定
時
間
　
外
労

働
が
１
箇
月
60
時
間
を
超
え
る
場
合
に
つ
い
て
は
５
割
（
中
小
事
業
主
を
除
く
。）
、
法
定
休
日
労
働

に
つ
い
て
は
３
割
５
分
、
深
夜
労
働
に
つ
い
て
は
２
割
５
分
、
法
定
超
え
と
な
る
所
定
時
間
外
労
働

が
深
夜
労
働
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
５
割
、
法
定
超
え
と
な
る
所
定
時
間
外
労
働
が
１
箇
月
60
時

間
を
超
え
、
か
つ
、
深
夜
労
働
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
７
割
５
分
（
中
小
事
業
主
を
除
く
。）
、
法

定
休
日
労
働
が
深
夜
労
働
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
６
割
を
超
え
る
割
増
率
と
す
る
こ
と
。

　
・
�破
線
内
の
事
項
は
、
制
度
と
し
て
設
け
て
い
る
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

11
�．「
退
職
に
関
す
る
事
項
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
退
職
の
事
由
及
び
手
続
、
解
雇
の
事
由
等
を
具
体
的
に

記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
明
示
す
べ
き
事
項
の
内
容
が
膨
大
な
も
の
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
就
業
規
則
上
の
関
係
条
項
名
を
網
羅
的
に
示
す
こ
と
で
足
り
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

　（
参
考
）
�な
お
、
定
年
制
を
設
け
る
場
合
は
、
60
歳
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　�ま
た
、
65
歳
未
満
の
定
年
の
定
め
を
し
て
い
る
場
合
は
，
高
年
齢
者
の
65
歳
ま
で
の
安
定
し

た
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
，
次
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
の
措
置
（
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
）

を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
①
定
年
の
引
上
げ
　
　
②
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
　
　
③
定
年
の
定
め
の
廃
止

12
�．「
そ
の
他
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
当
該
労
働
者
に
つ
い
て
の
社
会
保
険
の
加
入
状
況
及
び
雇
用
保
険
の

適
用
の
有
無
の
ほ
か
、
労
働
者
に
負
担
さ
せ
る
べ
き
も
の
に
関
す
る
事
項
、
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る

事
項
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
事
項
、
災
害
補
償
及
び
業
務
外
の
傷
病
扶
助
に
関
す
る
事
項
、
表
彰
及
び

制
裁
に
関
す
る
事
項
、
休
職
に
関
す
る
事
項
等
を
制
度
と
し
て
設
け
て
い
る
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
こ
と
。

13
�．
各
事
項
に
つ
い
て
、
就
業
規
則
を
示
し
当
該
労
働
者
に
適
用
す
る
部
分
を
明
確
に
し
た
上
で
就
業
規

則
を
交
付
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
と
し
た
場
合
、
具
体
的
に
記
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
。

　
＊
�こ
の
通
知
書
は
モ
デ
ル
様
式
で
あ
り
、
労
働
条
件
の
定
め
方
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
様
式
ど
お
り
と
す

る
必
要
は
な
い
こ
と
。
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県内の大学・短期大学・高等専門学校卒業者等一覧

学校名 学部・学科
（郵便番号）（電話番号）

所在地
（就職担当部署）

令和2年3月卒
就職者数

令和3年3月卒
就職希望者数

令和3年3月卒
卒業予定者数

男 女 男 女 男 女

国 立 大 学 法 人 （大学院を含む）

鳥 取
大 学

地 域 学 部 680-8551　0857-31-5077
鳥取市湖山町南4-101

80 111 80 108 91 118

工 学 部 680-8552　0857-31-5186
鳥取市湖山町南4-101

339 61 345 53 559 82

農 学 部 680-8553　0857-31-5346
鳥取市湖山町南4-101

102 109 114 125 167 166

医 学 部 683-8503　0859-38-7100
米子市西町86

28 110 31 102 51 136
医学科を除く

公 立 大 学 法 人
公 立 鳥 取
環 境 大 学

環 境 学 部 689-1111　0857-38-6712
鳥取市若葉台北1-1-1
（学務課）

63 41 90 61 90 61

経 営 学 部 66 56 116 54 116 54

私 立 大 学
鳥 取
看 護 大 学

看 護 学 部 682-8555　0858-26-9223
倉吉市福庭854

（キャリア支援部）

7 57 18 80 18 80

私 立 短 期 大 学
鳥 取
短 期 大 学

国際文化交流学科 682-8555　0858-26-9223
倉吉市福庭854

（キャリア支援部）

10 18 10 18 10 18

生 活 学 科 36 54 40 76 40 76

幼児教育保育学科 19 98 20 100 20 100

国立高等専門学校
米 子 工 業
高等専門学校

機械工学科 683-8502　0859-24-5026
米子市彦名町4448�

（学生課学生支援部）

18 1 28 0 34 2

電気情報工学科 21 3 16 5 31 6

電子制御工学科 19 1 22 0 29 3

物質工学科 7 16 7 15 20 19

建 築 学 科 8 14 14 13 22 19

専 攻 科 19 2 21 4 25 4
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（
Ｄ
）
家
族
の
職
業
・

収
入
に
関
す
る
こ
と
 

 
（
 
）
１
５
 
あ
な

た
の
お
父
（
母
・
兄
・
姉
等
）
さ
ん
は
ど
こ
に
勤
め
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
 

 
（
 
）
１
６
 
あ
な
た
の
お
父
（
母
・
兄
・
姉
等
）
さ
ん
の
役
職
は
何
で
す
か
。
 

 
（
 
）
１
７
 
あ
な
た
の
家
族
の
職
業
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

 
（
 
）
１
８
 
あ
な
た
の
家
族
の
収
入
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
。
 

（
 
）
３
５
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 

（
Ｅ
）
資
産
に
関
す
る
こ
と
 

 
（
 
）
１
９
 
あ
な
た
の
住
ん
で
い
る
家
や
宅
地
は
あ
な
た
の
家
の
も
の
で
す
か
。
 

 
（
 
）
２
０
 
あ
な
た
の
家
に
は
田
畑
や
山
林
が
ど
の
く
ら
い
あ
り
ま
す
か
。
 

 
（
 
）
２
１
 
あ
な
た
の
家
に
は
宅
地
が
ど
の
く
ら
い
あ
り
ま
す
か
。
 

 
（
 
）
３
５
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 （
Ｆ
）
思
想
・
宗
教
な
ど
に
関
す
る
こ
と
 

 
（
 
）
２
２
 
あ
な
た
又
は
あ
な
た
の
家
の
宗
教
は
何
宗
（
何
教
）
で
す
か
。
 

 
（
 
）
２
３
 
あ
な
た
は
ど
の
政
党
に
関
心
が
あ
り
ま
す
か
。
 

 
（
 
）
２
４
 
あ
な
た
の
家
族
は
何
党
を
支
持
し
て
い
ま
す
か
。
 

 
（
 
）
２
５
 
労
働
組
合
を
ど
う
思
い
ま
す
か
。
 

 
（
 
）
２
６
 
あ
な
た
の
学
校
外
の
加
入
団
体
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

 
（
 
）
２
７
 
あ
な
た
の
尊
敬
す
る
人
物
は
誰
で
す
か
。
 

 
（
 
）
２
８
 
あ
な
た
は
ど
ん
な
本
を
愛
読
し
て
い
ま
す
か
。
 

 
（
 
）
２
９
 
あ
な
た
は
何
新
聞
を
読
ん
で
い
ま
す
か
。
 

 
（
 
）
３
０
 
あ
な
た
は
今
の
社
会
を
ど
う
思
い
ま
す
か
。
 

 
（
 
）
３
５
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 （
Ｇ
）
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
身
体
等
に
関
す
る
こ
と
 

 
（
 
）
３
１
 
今
ま
で
に
大
き
な
病
気
や
け
が
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
 

 
（
 
）
３
２
 
血
液
型
は
何
で
す
か
。
 

 
（
 
）
３
３
 
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
（
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
）
は
い
ま
す
か
。
 

 
（
 
）
３
４
 
結
婚
し
て
も
仕
事
は
続
け
ら
れ
ま
す
か
。
 

 
（
 
）
３
５
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 （
Ｈ
）
そ
の
他
、
差
別
的
と
思
わ
れ
る
質
問
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
の
内
容
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
 

   ６
 
１
～
５
の
項
目
に

○
印
を
つ
け
た
人
に
お
聞
き
し
ま
す
。
あ
な
た
は
そ
の
と
き
、
ど
の
よ
う
に
答

え
ま
し
た
か
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
か
。
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

H
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改
訂
 

担
 
任
 

人
権
教
育
主
任
 

進
路
指
導
主
事
 

 

 
 

 
 

 

令
和

２
年

３
月

新
規

高
等

学
校

等
卒

業
予

定
者

 
就

職
受

験
報

告
書

（
状

況
調

査
用

）
 

科
 

組
 

氏
 
 
名
 

受
験
先
（
事
業
所
等
名
）
 

 
 

 
 

 下
記
の
こ
と
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
も
の
に
○
印
を
つ
け
て
く

だ
さ
い
。
 

１
 

提
出
書
類
（

出
願
後
提
出
を
求
め
ら
れ
た
書
類
を
含
む
）
 

 
（
 

）
戸
籍
謄

本
・
戸
籍
抄
本
・
住
民
票
 

 
（
 

）
統
一
応

募
用
紙
以
外
の
特
定
用
紙
 

 
（
 

）
健
康
診

断
書
 

 
（
 

）
そ
の
他

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

２
 

作
文
 

（
 

）
作
文
題
 

 ３
 

健
康
診
断
 

 
（
 

）
健
康
診
断
が
あ
り
ま
し
た
か
。
 

 
 
 
内
容
 

（
 
）
Ｘ
線
検
査
 

（
 
）
血
液
検
査
 

（
 

）
尿
検
査
 
（
 
）
心
電
図
検
査
 

 
 
 
 
 
 
（
 

）
色
覚
検
査
 

（
 
）
そ
の
他
（
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

４
 

面
接
時
の
ア
ン
ケ
ー
ト
 

 
（
 

）
面
接
試
験
当
日
に
ア
ン
ケ
ー
ト
が
あ
り
ま
し
た
か
。

 

 
 
 
内
容
 

 ５
 

面
接
試
験
の
内
容
 

（
Ａ
）
本
籍
地
（

国
籍
）
に
関
す
る
こ
と
 

 
（
 

）
 

１
 

あ
な
た
の
本
籍
地
（
国
籍
）
は
ど
こ
で
す
か
。
 

 
（
 

）
 

２
 
あ
な
た
の
父
母
の
出
身
地
（
出
生
地
）
は
ど
こ
で
す
か
。
 

 
（
 

）
 

３
 
ど
う
し
て
本
籍
地
と
現
住
所
が
違
う
の
で
す
か
。
 

 
（
 

）
 

４
 
生
ま
れ
て
か
ら
そ
の
現
住
所
に
住
ん
で
い
ま
す
か
。
 

 
（
 

）
３
５
 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 （
Ｂ
）
地
域
環
境
な
ど
に
関
す
る
こ
と
 

 
（
 

）
 

５
 
あ
な
た
の
住
所
の
略
図
を
描
い
て
く
だ
さ
い
。
 

 
（
 

）
 

６
 
自
宅
ま
で
の
道
順
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

 
（
 

）
３
５
 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 （
Ｃ
）
家
庭
や
家
族
に
関
す
る
こ
と
 

 
（
 

）
 

７
 
あ
な
た
の
家
庭
の
雰
囲
気
は
ど
う
で
す
か
。
 

 
（
 

）
 

８
 
あ
な
た
の
家
族
構
成
を
話
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
（
 

）
 

９
 
兄
弟
（
姉
妹
）
は
い
ま
す
か
。
（
何
人
い
ま
す
か
）
 

 
（
 

）
１
０
 

あ
な
た
の
お
父
（
母
等
）
さ
ん
は
元
気
で
す
か
。
 

 
（
 

）
１

１
 

あ
な
た
の
家
族
で
、
こ
れ
ま
で
大
き
な
病
気

を
し
た
人
（
身
体
が
不
自
由
な
人
）
は

あ
り
ま
す
か
。
 

 
（
 

）
１
２
 

お
父
（
母
等
）
さ
ん
が
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
ど
う
し
て
で
す
か
。
 

 
（
 

）
１
３
 

お
父
（
母
等
）
さ
ん
の
死
因
は
何
で
す
か
。
 

 
（
 

）
１
４
 

お
父
（
母
・
兄
・
姉
等
）
さ
ん
の
学
歴
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

 
（
 

）
３
５
 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 

 

令
和
２
年
度
　
就
職
受
験
報
告
書（

状
況
調
査
用
）
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（６月１日から）
〔TEL 0857（23）2021（代）　FAX 0857（22）6906〕
〒680-0845 鳥取市富安2-89 鳥取公安職業安定所内


